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道内景気は、持ち直しの動きが弱くなっている。

需要面をみると、個人消費は、乗用車販売台数がエコカー補助金終了後も前年並みを確保

したものの、冬物衣料品の売れ行きが低迷するなど、総じて弱い動きが続いている。住宅投

資は緩やかに持ち直している。公共投資は前年を上回っている。輸出は、サウジアラビアや

台湾向けが増加している。

生産活動は落ち込んでいる。雇用情勢は有効求人倍率、新規求人数ともに改善が続いてい

る。企業倒産は件数、負債総額ともに減少している。
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①個人消費～弱い動き

１０月の大型小売店販売額（既存店ベース、

前年比▲０．１％）は、２か月ぶりに前年を下

回った。

百貨店（前年比＋１．５％）は、身の回り品

や飲食料品が前年を上回った。スーパー（同

▲０．５％）は、身の回り品などが前年を上回

ったが、主力の飲食料品や衣料品が前年を下

回った。

コンビニエンスストア（前年比＋０．７％）

は、２か月連続で前年を上回った。

②住宅投資～４か月連続の増加

１０月の新設住宅着工戸数は、４，３０３戸（前

年比＋３１．２％）と４か月連続で前年を上回っ

た。利用関係別では、分譲（同▲３５．０％）が

前年を下回ったが、持家（同＋９．１％）、貸家

（同＋７０．０％）が前年を上回った。

４～１０月累計では、２３，６７４戸（前年同期比

＋１４．１％）と前年を上回って推移している。

利用関係別では、持家（同▲０．６％）および

分譲（同▲１．３％）は減少したが、貸家（同

＋３１．４％）は前年を上回った。

道内経済の動き
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③鉱工業生産～生産は５か月連続の低下

１０月の鉱工業生産指数は、前月比で

▲１．５％と３か月連続、前年比で▲６．５％と５

か月連続でそれぞれ低下した。

業種別では、前年に比べ化学工業などが上

昇したが、電気機械工業や鉄鋼業、印刷業な

どが低下した。

④公共投資～２か月ぶりの増加

１０月の公共工事請負金額は、６０８億円（前

年比＋１０．０％）と２か月ぶりに前年を上回っ

た。

発注者別では、国（同▲１１．０％）が前年を

下回ったが、市町村（同＋３１．７％）や北海道

（同＋８．１％）などが前年を上回った。

４～１０月累計では、請負金額６，２５６億円

（前年同期比＋１１．９％）と前年を上回った。

⑤雇用情勢～持ち直しの動きが続く

１０月の有効求人倍率（パートを含む常用）

は０．６１倍となり、前月比では０．０１ポイント、

前年比では０．１２ポイントそれぞれ上昇した。

前年比は３３か月連続の上昇となった。

新規求人数は、前年比２１．１％の増加とな

り、３３か月連続して前年を上回った。業種別

では、医療、福祉（前年比＋１９．９％）や宿泊

業、飲食サービス業（同＋３６．４％）、建設業

（同＋４０．６％）など多くの業種で増加した。

道内経済の動き
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⑥来道客数～８か月連続で前年を上回る

１０月の来道客数は、１，０６５千人（前年比

＋５．５％）と８か月連続で前年を上回った。

４～１０月累計では７，４０１千人（前年同期比

＋１１．３％）となり、東日本大震災前の水準を

上回って推移している。

１０月の新千歳空港国際線旅客輸送実績は、

ソウル線や北京線の減少を台北線などが補

い、前年比５．２％増加した。

⑦貿易動向～輸出は２か月ぶりの増加

１０月の道内貿易額は、輸出が前年比３１．７％

増の４００億円、輸入が同１２．５％増の１，４９０億円

となった。

輸出は、石油製品などが減少したが輸送用

機器や鉄鋼などが増加し、２か月ぶりに前年

を上回った。

輸入は、原油及び粗油などが増加し、３か

月連続で前年を上回った。

⑧倒産動向～件数、負債総額ともに減少

１１月の企業倒産は、件数が３１件（前年比

▲１８．４％）、負債総額が５２億円（同▲３３．３％）

となった。件数は３か月ぶり、負債総額は２

か月ぶりにそれぞれ前年を下回った。

業種別では、製造業が７件、建設業ならび

にサービス・他が６件などとなった。

道内経済の動き
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北海道経済は、国内・海外からの観光

客が震災前の水準にほぼ回復するなど持

ち直し傾向が続いたが、国内経済減速の

影響を受け、このところ足踏み感がみら

れる。２５年度の道内経済は、２６年４月か

らの消費税増税を控えた駆け込み需要か

ら、高額商品の売れ行きや住宅着工が堅

調に推移し、年度後半にかけて浮揚感が

みられよう。

需要項目別にみると、個人消費は、駆

け込み需要から増加しよう。住宅投資

は、持ち家を中心に増加しよう。設備投

資は、エネルギー関連投資などで増加し

よう。公共投資は、国と地方自治体の財

政面の厳しさから減少しよう。

この結果、実質成長率は０．６％（２４年

度０．３％）、名目成長率は０．４％（同０．１％）

となろう。

平成２５年度北海道経済の見通し

要 約

― ４ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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１．平成２４年度北海道経済の概況

（１）国内経済の概況

２４年度の国内経済は、東日本大震災の復興
需要などから回復過程を辿ってきたが、海外
経済の減速による輸出の減少やエコカー補助
金の終了など政策効果が剥落するとともに夏
場以降、停滞感がみられる。
今後を展望すると、欧州債務危機に対する
不安が和らぎ、また米国における強制的な歳
出削減と減税打ち切りなどの「財政の崖」が
回避されるものとすると、このところの円高
修正も相まって輸出が持ち直し２５年入り後、
景気は緩やかな回復軌道に乗るものとみられ
る。

（２）北海道経済の概況

現状の北海道経済は、建設関連での復興需
要のほか、観光関連でも観光客が概ね震災前
の水準に戻るなど緩やかな持ち直し過程にあ
るが、国内経済減速の影響を受け、やや足踏
み感がみられる。
今後を展望すると需要面では、公共投資は
国および地方公共団体の財政難に変わりない
ものの、新幹線関連工事が下支えしているこ
とや補正予算の執行が見込まれることから幾
分増加しよう。住宅投資は低水準ではある
が、貸家が堅調に推移し分譲住宅も前年実績
を上回っていることから、増加しよう。設備
投資は、医療福祉施設の新増設などから増加
しよう。個人消費は、政策支援効果の剥落か
ら家電製品などの売れ行きが減少傾向にある
ほか、天候不順から季節商品が低迷するな
ど、弱含みで推移しよう。
生産面では、鉱工業生産は海外経済の減速
などから自動車関連産業などで低迷しよう。
また、小売業など広範な業種で販売価格の低
下傾向が続いており、売り上げは伸び悩むこ
ととなろう。
以上のような経済状況を勘案すると、２４年

度道内経済成長率は実質成長率０．３％、名目
成長率０．１％とみられる。

２．平成２５年度北海道経済の見通し

（１）国内経済の概要

２５年度の国内経済は、２６年４月からの消費
税増税（現行５％から８％に引き上げ）を意
識した駆け込み需要が顕在化し、住宅投資や
耐久消費財などの高額商品の売れ行きが堅調
に推移しよう。
需要面をみると、個人消費は所得環境の厳
しさが改善されず弱めの動きが続くものの、
年度後半にかけて駆け込み需要が顕著になろ
う。公共投資は、復興需要が年度後半から減
少傾向に転じるものとみられることから、２４
年度を下回ろう。住宅投資は、被災地の住宅
再建と駆け込み需要から住宅着工戸数が増加
しよう。設備投資は、災害リスクを意識した
投資や情報通信関連投資などから増加しよ
う。輸出は、海外経済の持ち直しや円高修正
が追い風となって増加しよう。

（２）北海道経済の概要

北海道経済は、国内・海外からの観光客が
震災前の水準に持ち直し、建設関連を中心に
被災地復興による需要も寄与しよう。また、
消費税増税を控えた駆け込み需要が徐々に顕
在化し、景気は年度後半にかけて浮揚感を増
すものとみられる。
需要面をみると、個人消費は震災後、一段
と家計防衛意識が強まっているものの、駆け
込み需要から高額商品を中心に盛り上がりを
みせよう。設備投資は、再生可能エネルギー
関連が活発化するため増加しよう。公共投資
は減少傾向が続こう。住宅投資は駆け込み着
工が顕著となり増加しよう。
生産面では、販売価格の低下傾向が続くも
のとみられるが、駆け込み需要から多くの業
種で売り上げは増加しよう。

平成２５年度北海道経済の見通し
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諸物価の今後の動向をみると、企業物価
は、新興国の経済拡大により素材価格や国際
商品価格が値上がり傾向にあることから上昇
しよう。企業向けサービス価格は、企業の経
費削減意識が徹底されており、弱めの動きと
なろう。消費者物価は、円高修正を背景とし
た輸入製品の価格上昇はみられようが、消費
低迷による販売競争の激化などから、総じて
弱含みで推移しよう。
この結果、２５年度道内経済成長率は実質成
長率０．６％、名目成長率０．４％となろう。実質
および名目ともに２年連続のプラス成長とな
ろう。景気は幾分回復するものとみられる
が、消費税増税を控えた駆け込み需要効果が
一時的に押し上げるものであり、２６年４月以
降、その反動減が懸念される。

（３）道内総生産（支出側）の動向

Ａ．民間最終消費支出

個人消費の動向を左右する雇用・所得環境
をみると、海外・国内景気の不透明感が強
まっていることから道内企業の人件費抑制志
向に変わりなく、雇用環境は引き続き改善が
見込まれるものの、所得環境は厳しさが続こ
う。
雇用面では、道内企業の業況が緩やかに持
ち直していることを反映し、人員確保の動き
が強くなっている。特に建設関連業界では、
復興工事により技能工不足が目立っているほ
か、高齢化社会の到来を背景に介護・福祉、
医療関連業種などでも新規求人数が増加して
いる。年齢層、業種、地域などにミスマッチ
もみられるが、有効求人倍率や失業率などは
総じて好転しよう。一方、所得面では賃上げ
は低率にとどまり、企業業績が反映され易い
賞与なども抑制されるものとみられることか
ら、明確な改善は期待できない。
以上を背景に個人の消費マインドをみる

と、国の財政赤字拡大や高齢化社会の加速に

対する将来不安、社会保障費の負担増加など
から不要不急の消費を敬遠する傾向が強い。
消費税増税を控えた駆け込み需要が年度後半
にかけて活発化しようが、最もその影響が顕
われやすい一部の家電製品や自動車は近年の
政策支援などにより需要が前倒しされている
ため、大幅な伸びとはならないものとみられ
る。
この結果、民間最終消費支出は実質成長率

０．６％、名目成長率０．３％となろう。

Ｂ．総固定資本形成

（ａ）住宅投資

２６年４月からの消費税増税を控え、２５年入
りから住宅市場に動意がみられよう。雇用や
将来に対する不安は残るものの、金利や地価
が低水準で推移していることも相まって、３０
歳代を中心に持ち家および分譲住宅の購入マ
インドが高まろう。また、貸家はサービス付
高齢者向け住宅の政策支援策が終了すること
から、ほぼ横ばいとなろう。このため、新設
住宅着工戸数は３６１百戸程度と、２４年度実績
見込み（３４０百戸程度）を上回るものとみら
れる。
この結果、住宅投資は実質成長率５．６％、

名目成長率６．１％となろう。

（ｂ）設備投資

多くの道内企業は景気の先行き不透明感か
ら、新規設備投資に対しては慎重姿勢にあ
る。しかし、輸送機械関連での能力増強投資
のほか、高齢化社会の本格的な到来を見越し
た医療・福祉施設の新増設などがみられよ
う。また、再生可能エネルギーが注目されて
いることから、日射量の多い道東を中心に太
陽光発電設備の建設工事が活発となろう。
この結果、設備投資は実質成長率１．４％、

名目成長率１．１％となろう。

平成２５年度北海道経済の見通し

― ６ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１９８／本文　※柱に注意！／００４～０１０　２５年度北海道経済見通  2012.12.17 14.07.42  Page 6 



（ｃ）公共投資

近年、北海道新幹線建設工事＜新青森―新
函館（仮称）間＞が公共投資を下支えしてき
たが、ほぼピークを越えた。また、財政再建
の観点から国および地方公共団体の公共投資
予算は減少しよう。特段の景気対策が実施さ
れないものとすると、公共投資は削減を余儀
なくされよう。
この結果、公共投資は実質成長率△３．７％、
名目成長率△２．９％となろう。

Ｃ．域際取引

移輸出では、震災復興の押し上げ効果や消
費税増税前の駆け込みから国内需要が盛り上
がり、工業品の出荷は幾分増加しよう。ま
た、道産品の人気を反映した農畜産品の出荷
も増加が見込まれる。観光関連では、LCC
（格安航空会社）の相次ぐ就航もあり国内か
らの観光客は増加しよう。外国人観光客は、
日中間の冷え込みにより中国人観光客の減少
が懸念されるが、円高修正の効果もあり他の
東南アジア諸国からの観光客は増加しよう。
この結果、移輸出は実質成長率１．７％、名

目成長率２．４％となろう。

移輸入は、火力発電所向けの重油の輸入が
増加するほか、海外への旅行客の増加も見込
まれる。また、移入は廉価な商品のほか駆け
込み需要から家電製品や自動車など高額商品
も増加しよう。
この結果、移輸入は実質成長率１．１％、名

目成長率２．２％となろう。

（４）道内総生産（生産側）の動向

一次産業では、２４年度の農業は天候に恵ま
れたこともあり、水稲はじめ多くの作物で２３
年度の収量を上回り、生乳生産も堅調に推移
した。２５年度は、作況が平年並みとすると耕
作部門はコメの価格上昇が見込まれるが生産

目標が減少したこともあり、横ばいにとどま
ろう。畜産部門は、生乳生産が国内需要の回
復から増加が見込まれる。総じてみれば、農
業総生産は０．３％増とみられる。林業は、新
設住宅着工戸数の増加が見込まれるものの、
安価な輸入材との競合から道産材の需要が低
迷し、総生産は０．９％減とみられる。水産業
は、２４年度は秋サケをはじめ多くの魚種で不
漁となった。２５年度はこれらの漁獲量がある
程度回復するものとすると、総生産は１．８％
増とみられる。
この結果、一次産業総生産は０．５％増とな

ろう。

二次産業では、製造業は、海外経済の回復
により輸送用機械などの輸出が増加するもの
とみられるほか、駆け込み需要による生産増
加もあり、総生産は０．８％増とみられる。建
設業は、住宅投資および設備投資が増加する
ものの公共投資は減少し、総生産は０．６％減
とみられる。
この結果、二次産業総生産は０．１％増とな

ろう。

三次産業では、将来不安による消費者の家
計防衛意識は強く、また企業間競争の激化か
ら販売価格の低下傾向は続くものとみられ
る。しかし介護・福祉、医療関連などは底堅
く推移しよう。節電・省エネを意識した商品
も堅調な動きとなろう。自粛ムードの薄らい
だサービス産業や観光関連産業も持ち直すも
のとみられる。また消費税増税を控え、年度
後半にかけて高額商品を中心に駆け込み需要
が盛り上がりをみせよう。
この結果、三次産業総生産は０．４％増とな

ろう。
（平成２４年１２月１２日公表）

平成２５年度北海道経済の見通し

― ７ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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（第１表）道内総生産（支出側）
（単位：億円、％）

項 目

名 目 値 （ ）内は前年度比伸び率 実 質 成 長 率

２３年度

（実績見込み）

２４年度

（実績見込み）

２５年度

（見通し）
２３年度 ２４年度 ２５年度

民間最終

消費支出

１０９，６９１

（△１．３）

１０８，６９４

（△０．９）

１０９，０２８

（０．３）
△０．６ △０．３ ０．６

政府最終

消費支出

５１，０７３

（０．８）

５１，４２１

（０．７）

５１，９３９

（１．０）
０．９ ０．７ ０．５

総固定

資本形成

３０，５８６

（△４．１）

３１，４６６

（２．９）

３１，５１７

（０．２）
△４．２ ２．７ △０．１

住宅投資

設備投資

公共投資

４，１６９

（３．３）

１３，７１８

（△１．３）

１２，６９９

（△８．９）

４，３８３

（５．１）

１３，９６８

（１．８）

１３，１１５

（３．３）

４，６５２

（６．１）

１４，１２５

（１．１）

１２，７４０

（△２．９）

２．６

△１．４

△９．５

５．３

１．９

２．８

５．６

１．４

△３．７

移 輸 出 ５５，３０２

（△２．４）

５６，２５２

（１．７）

５７，６１２

（２．４）
△２．８ ２．４ １．７

移 輸 入

（控 除）

６９，０１７

（△１．８）

７０，０８７

（１．６）

７１，６５８

（２．２）
△２．５ ２．６ １．１

道内総生産

（支出側）

１７８，７４５

（△１．０）

１７８，８４６

（０．１）

１７９，５１３

（０．４）
△０．５ ０．３ ０．６

在庫増・統計上の不突合を除いているので、合計は道内総生産と一致しない。

平成２５年度北海道経済の見通し

― ８ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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（第２表）道内総生産（生産側）
（単位：億円、％）

項 目
２３年度

（実績見込み）

２４年度

（実績見込み）

２５年度

（見通し）

前 年 度 比 伸 び 率

２３年度 ２４年度 ２５年度

一次産業

農 業

林 業

水 産 業

７，０５７

５，１８１

４４７

１，４２９

７，１０３

５，３１２

４２４

１，３６７

７，１３８

５，３２６

４２０

１，３９２

１．８

２．１

１．６

０．７

０．７

２．５

△５．１

△４．３

０．５

０．３

△０．９

１．８

二次産業

鉱 業

製 造 業

建 設 業

２７，１９４

２６４

１５，０８３

１１，８４７

２７，４４４

２７１

１５，１４８

１２，０２５

２７，４８５

２７３

１５，２６４

１１，９４８

△０．８

３．３

０．８

△２．９

０．９

２．７

０．４

１．５

０．１

０．７

０．８

△０．６

三次産業

卸・小売業

金融・保険・
不 動 産 業

電気・運輸・
サービス業

政府・対家
計サービス

１４９，５０３

２２，０９４

３０，７１０

６２，７５５

３３，９４５

１４９，３２７

２２，０３０

３０，８３８

６２，５８２

３３，８７７

１４９，９２０

２２，２８２

３０，８８９

６２，９６８

３３，７８１

△１．１

０．７

０．２

△２．５

△０．７

△０．１

△０．３

０．４

△０．３

△０．２

０．４

１．１

０．２

０．６

△０．３

控除項目

（帰属利子等）
５，０１０ ５，０２８ ５，０３０ ０．８ ０．４ ０．０

道内総生産

（生産側）
１７８，７４５ １７８，８４７ １７９，５１３ △１．０ ０．１ ０．４

平成２５年度北海道経済の見通し

― ９ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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（第３表）実質成長率の増加寄与度
（％）

項 目 ２３年度 ２４年度 ２５年度

民間最終消費支出
政府最終消費支出
総固定資本形成

△０．４
０．２
△０．８

△０．２
０．２
０．５

０．４
０．１
△０．０

住宅投資
設備投資
公共投資

０．１
△０．１
△０．７

０．１
０．２
０．２

０．１
０．１
△０．３

移輸出
移輸入 （控除）

△０．９
△０．９

０．７
０．９

０．５
０．４

道内総生産（支出側） △０．５ ０．３ ０．６

在庫増・統計上の不突合を除いているので、合計は道内総生産と一致しない。

平成２５年度北海道経済の見通し

― １０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１９８／本文　※柱に注意！／００４～０１０　２５年度北海道経済見通  2012.12.17 14.07.42  Page 10 



― １１ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号

債権譲渡とは、債権内容の同一性を保ちながら契約によって債権を移転することをいい、商取

引においても、日常頻繁に行われています。たとえば、Aの有するBに対する売掛債権を、そっ

くりAからCへ譲り渡すことをいい、売掛債権の債務者であるBにとっては、債権者がAからCへ

交代することになります。受取手形を、自らの債務弁済に代えて他者に譲渡すること（回し手

形）や金融のため金融機関等へ割引に持ち込むこと（手形割引）は債権譲渡の一種であり、債権

者に対して保有する売掛債権を以って代物弁済することや、金融機関へ借入等の担保として売掛

債権や受取手形を差し入れることも債権譲渡に該当します。最近では売掛債権を電子記録債権と

して譲渡することもあります。また取引金融機関から、「当金融機関が貴殿に融資している貸出

債権を、今般Aサービサー（債権回収業者）に譲渡致しました。」という通知を受け取る事態も

あるでしょうが、これも債権譲渡です。

そこで今回は「債権譲渡」について、その法的な意義や取引上の留意点等を話すことに致しま

す。

◆債権譲渡の法的意義

債権は、その性質上許されない場合を除き、これを譲り渡すことができます（民法４６６条１

項）。そして債権譲渡契約は、債権者（譲渡人）と譲受人との間の諾成かつ不要式の契約であ

り、債務者は原則として当事者ではありません。したがって、債務者の意思に反して譲渡するこ

とも可能です。ただし、債権の性質がこれを許さないときや、法律上の譲渡制限があるとき（た

とえば、民法８８１条の扶養義務請求権など）は、譲渡が制限されます。

ａ．譲渡禁止特約

当事者間に譲渡禁止特約がある場合にも、債権の譲渡は制限を受けます。しかしこの特約は、

善意の第三者に対抗することはできません（民法４６６条２項）。

譲渡禁止特約の存在を知りながら当該債権を譲り受けた者に対して債務者が承諾を与えた場合

は、当該債権譲渡は譲渡時に遡って有効となります（最高裁判決昭和５２．３．１７）。譲渡禁止特約

はもっぱら債務者の利益のためにあるとされているからです。この場合でも、債務者の承諾前に

現れた第三者に対しては、当該債権譲渡の効力を主張することはできません（最高裁判決平成

９．６．５）。譲渡禁止特約は、銀行預金や公共団体にかかる建設工事の請負代金契約に多くみら

れます。

（参考）銀行預金の譲渡禁止特約の効力

銀行預金を代物弁済として譲り受けた者が銀行に対して当該預金の払出しを求め、銀行が譲

渡禁止特約の存在を理由にそれを拒んだ裁判について、最高裁は、銀行預金に譲渡禁止特約

が存在することは銀行取引経験者にとって周知の事実であって、それを知らないことは重大

経営のアドバイス

「債権譲渡」について
金融財政事情研究会出版部嘱託
（元北洋銀行融資第二部指導役）

高橋 俊樹
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な過失であり悪意と同様に取り扱うべきとして、預金の譲受人を善意の第三者と認めず銀行

の払出し拒否を認め（最高裁判決昭和４８．７．１９）、以後、預金債権は譲渡禁止特約を以って債

権譲渡に対抗できるとされています。

ｂ．債権譲渡の第三者対抗要件

前述のとおり、債権譲渡契約自体は債権者（譲渡人）と譲受人の合意のみで有効に成立します

が、民法は、指名債権（売掛債権など、債権者が特定されていて債権の成立・譲渡のために証書

の作成・交付を要しない債権）については、譲渡人による当該債権の債務者に対する通知、また

は債務者による承諾を、債務者その他第三者への対抗要件としています（同法４６７条１項）。これ

らの通知または承諾は確定日付ある証書（公正証書、内容証明郵便等）によらなければ、債務者

以外の第三者に対抗できません（同法４６７条２項）。

なお、債務者が異議をとどめずに前記の承諾をしたときは、譲渡人（前債権者）に対抗できた

事由があっても、それを以って譲受人（新債権者）に対抗することはできません。この場合、債

務者が譲渡人に対して弁済をした部分があればそれを取り戻して旧に復し、譲渡人に対して負担

した債務があるときはこれを成立しないものとすることができます（民法４６８条１項）。しかし、

譲渡人が債務者の承諾を得ることなく譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知

を受けるまでに譲渡人に対して生じていた事由を以って、譲受人に抗弁することができます（同

法４６８条２項）。

このように民法は、債権譲渡について第三者に対する関係では対抗要件主義を採用し、複数の

債権譲渡が競合したときは対抗要件を先に備えた方が勝ちとされています。

債権譲渡通知は、譲渡人から債務者に対して行うべきものとされ、譲受人が譲渡人に代位して

通知を行うことは不可とされていますが（大審院判決昭和５．１０．１０）、譲受人が譲渡人の代理人

または使者として行った通知は有効とされ（大審院判決昭和１２．１１．９）、実務上はこれが頻繁に

利用されています。

債務者の承諾については、債権譲渡の事実を認識した旨の債務者の表明で足り、その相手方は

譲渡人、譲受人のいずれであっても構いません。

第三者対抗要件については、「動産・債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法

律」（動産・債権譲渡特例法：平成１７．１０．３施行）に基づく特例があり、後述のように集合債権譲

渡については民法上の対抗要件に代えてこちらが適用されます。

また債権譲渡であっても、手形取引にかかるものについては手形法が、電子記録債権には電子

記録債権法が適用されます。（電子記録債権については、当調査レポート１５６号４ページ所載の拙

稿「電子記録債権をご存知ですか」を参照してください。）

◆債権譲渡担保契約

債権は担保目的で譲渡されることもあります。譲渡担保は法定の典型担保ではありませんが、

実質的に担保的機能が備わっている非典型担保の一種で、債権保全のために物の所有権などを債
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権者に移転する制度です。財産的価値のある譲渡可能なものであれば担保目的とすることがで

き、優先弁済を受けるための換価手続が比較的容易であるため、金融目的の担保として広く利用

されています。

譲渡担保は権利移転形式の担保なので、第三者に対抗するには対抗要件を具備する必要があり

ます。したがって登記・登録すべき権利については、それぞれ移転の登記・登録が必要です。動

産については引渡しを要しますが、実務上は占有改定による引渡しが行われ、担保設定者が引き

続き目的物の占有使用を継続することになります。

譲渡担保の被担保債権が弁済されないときは、担保権者は原則として目的物を換金処分して元

利金に充当し、残金があればこれを債務者に返還しなければなりません。

売掛債権や請負代金等の指名債権は、譲渡担保の目的物として広く利用されています。現に発

生している債権のほか、将来発生することが見込まれる債権（将来債権）も対象とすることがで

きます。また金融担保機能をさらに発揮するために、多数の債権をまとめて担保差し入れする工

夫がなされ（集合債権担保）、民法上の対抗要件具備方式（債務者への通知または債務者の承

諾）では対応が困難となってきたことに鑑み、前記の「動産・債権譲渡特例法」が制定されるこ

とになりました。

◆集合債権・将来債権の譲渡担保と対抗要件

ａ．譲渡担保契約における対抗要件具備の難点

債権譲渡においては、たとえ担保目的であっても、文字通り債権が確定的に譲渡されます。そ

れゆえ、民法上は厳しい第三者対抗要件具備が必要とされ、譲渡人が現に債権を有しているこ

と、および他に優先する権利者がいないことを、債務者の下で確認すべきものとされています。

しかし債権の譲渡人にとって、債権を第三者に担保として差入譲渡した事実が当該債権の債務者

に知れることは、自らの信用力不足を疑われる懸念があり、極力これを回避したがるものです。

そこで債権の譲渡担保差入れにおいては、譲渡事実を直ちに債務者に通知せず、譲渡人から譲受

人（すなわち担保権者）に債務者宛譲渡通知の代理権限を付与しておき、将来通知の必要が生じ

たときに譲受人が譲渡人の代理人として債務者宛通知を行う方式が採用されてきました。

しかし近年、複数の債権をまとめて譲渡担保に供する集合債権譲渡担保や、将来発生が見込ま

れる債権を譲渡担保の目的とする将来債権譲渡担保の利用が活発化するに伴い、前記のような民

法上の対抗要件具備方式では対応ができないケースが頻繁に発生することになりました。

（注）集合債権譲渡担保契約において、譲渡合意の段階では対抗要件を充たさず、譲渡の予約な

いし停止条件付の譲渡契約としておき、予約完結ないし停止条件成就段階で合意時点に遡って

対抗要件を生じせしめる方式については、最高裁が対抗要件の遡及効を否定しました（平成

１３．１１．２７判決）。また、前記の予約・停止条件付債権譲渡については、破産法上の対抗要件の

否認要件（権利変動等があった日から１５日経過後の対抗要件具備を否認対象とするもの）の関

連で、１５日経過の起算日を、予約完結ないし停止条件成就時とするものと譲渡契約日とするも

のの２つの下級審判決が対立しましたが、最高裁は、このような債権譲渡契約は破産手続の下
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ではそもそも偏頗行為の否認対象とすべきものと判示し（平成１６．７．１６判決）、このような試み

は否定されてしまいました。

ｂ．動産・債権譲渡特例法による対抗要件

債務者数が多数に上る債権譲渡契約においては、民法が定める債務者ごとの対抗要件具備が困

難であるので、それを解決するために「動産・債権譲渡特例法」（以下、「特例法」）による新たな

対抗要件具備方式が制定されました。これは債務者に直ちには譲渡事実を通知しないサイレント

方式による債権譲渡ニーズにこたえる一方、債権を担保として譲り受けた者に、当該債権を担保

権として登記により公示する道を開いた点に特色があります。

ｃ．第三者対抗要件と債務者対抗要件の分離

特例法では、第三者対抗要件と債務者対抗要件を分離しています。

対第三者（たとえば破産管財人）においては、以下に述べるような公示機能を有する対抗要件

を具備すればよく、逐次債務者の下で確認を取る必要はありません。

具体的には、東京法務局中野出張所が窓口となっている「債権譲渡登記ファイル」に電磁的な

記録を登記することで、確定日付ある通知の到来と同一の効果を認める制度設計がなされていま

す。これに加えて、譲渡人の本店所在地の登記所に備えられた「債権登記事項概要ファイル」

に、債権譲渡登記事項の概要が自動的に記録される仕組みとなっており、かつ、譲渡人の商号や

住所の商業登記簿上の変更登記がなされた場合は直ちにその内容がこのファイルに自動的に反映

されるので、債権譲渡登記の検索者にとっての利便性が確保されています。その反面、この仕組

みを維持するため、特例法による対抗要件具備の適用は譲渡人が法人の場合に限定されていま

す。

債権譲渡登記データの開示は、登記事項証明書や登記事項概要証明書または概要記録事項証明

書（債権登記事項概要ファイルの内容に係る証明書）の発行によりなされます。登記事項概要証

明書および概要記録事項証明書は誰でも取得することがでますが、登記事項証明書は譲渡人を通

じて登記所から交付を受けます。

一方、対債務者の対抗要件は、登記事項証明書の交付を受けた譲渡人または譲受人からの登記

内容の通知、あるいは債務者の承諾であり、債務者はその時点までに生じた抗弁事由により譲受

人に対抗することができます。

ｄ．集合債権譲渡担保の留意点

集合債権譲渡担保とは、現在有している債権および将来発生する債権を一括して譲渡担保の目

的物にするものです。売掛債権、賃料債権、医療機関の診療報酬債権など、将来に亘り発生が確

実視される債権は担保の目的物に適しているので、現在、集合債権譲渡担保は実務上広く用いら

れています。

ところで、集合債権譲渡担保契約の締結に際しては、①将来発生することが明確でない債権も
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対象とできるか、②その範囲を特定（限定）する必要があるか、の２点が問題となります。最高

裁判決ではこの点について、①については、債権譲渡時から８年超に亘る診療報酬債権の譲渡を

有効とするなど、債権の発生可能性を広く認める一方、②については、債権の発生原因、譲渡

額、発生ないし弁済期の始期と終期を明確にするといった方法で、担保となる債権の範囲を特定

するよう求めています（最高裁判決平成１１．１．２９）。なお、一切の将来債権を担保に取るという契

約は、たとえ前記①および②の要件をクリアーしていても、譲渡人の経済活動を阻害し、かつ他

の債権者に不当な不利益を与えるもので、公序良俗に反し無効であると解されています。

債務者不特定の将来債権の譲渡登記については、債務者の氏名・住所が必要的記載事項から外

されたため、現在では登記可能となりました。

また、貸金業法上の貸金業者である消費者金融会社が貸金債権を譲渡するに際しては、当該譲

渡により貸金業法上の行為規制を潜脱することのないよう、譲受人に対しても貸金業法の規制の

一部が準用されます。具体的には、契約締結前および締結時の書面の交付、受取証書の交付、取

立行為の規制などがあります。

◆債権譲渡における諸問題

最後に、主に譲渡債権の債務者の立場からみた債権譲渡にかかる問題点や留意点を、いくつか

挙げてみます。

ａ．債権の二重譲渡

まず債権の二重譲渡にかかる問題です。たとえば、AがSに対して有する売掛債権をBとCに相

次いで譲渡した場合、B、C間の優劣はどのように決するのか、また債務者Sは期日到来時の弁済

をどのようにすべきか、というケースです。

前述のように債権譲渡に係る第三者対抗要件は、譲渡人からの債務者への通知または債務者の

承諾です。しかしこの通知・承諾は、確定日付ある証書でなければ債務者以外の第三者には対抗

できないこととされており、したがって前記事例におけるB、C間の優劣は、いずれの通知に確

定日付があるかで決定します。双方に確定日付があるときは、確定日付先後に関係なく債務者S

の下への通知到達の先後で決します。なお、確定日付は通知書または承諾書の書面上にあればよ

いとされています。通知と承諾の間に優劣はなく、確定日付ある債権譲渡通知が債務者の下に到

達後、別の債権譲渡に対し債務者が確定日付ある承諾を行っても、前者の譲受人が優先します。

複数の債権譲渡通知が同時間帯に債務者の下へ到達した場合や到達の先後が不明の場合におい

ては、各譲受人は譲受金額の全額を債務者に請求できるとした判例があります。この場合、債務

者はそのうちの一人の請求に基づき全額弁済をすれば免責されますが、同順位の譲受人が他に存

在することを理由に弁済の責任を免れることはできません（最高裁判決昭和５５．１．１１）。この点

については、譲受人間の順位は同列であり、互いに他の譲受人に対して自分のみが唯一の優先的

譲受債権者であると主張することは許されないとした判決もあります（最高裁判決昭和

５３．７．１８）。これは同順位の譲受人間での債権額に応じた按分配当を認める趣旨とも考えられま

すが、そこまで明確にした最高裁判決は出ていません。ただし債務者が債権者不確知を理由に弁
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済金を供託したときは、各譲受人は当該供託金額を債権額で按分した額の供託金還付請求権をそ

れぞれ取得するとした判例があります（最高裁判決平成５．３．３０）。

なお、民法上の通知・承諾と特例法に基づく登記が競合したときは、債権譲渡通知の到達時ま

たは承諾時と債権譲渡登記時の先後により判断されます。

債務者にとって、債権譲渡につき承諾を与えた場合は当然に、譲渡通知を受けたときは原則的

に譲受人に弁済をすればよいことになりますが、前記事例のように二重譲渡がなされ、あるいは

債権差押えと債権譲渡が競合しているような場合など、どれが正当な弁済先か判然としないとき

は、弁済金を供託することが望ましいといえます。

ここで債権の二重譲渡における債務者の弁済義務と弁済の効果についてまとめてみます。二重

譲渡の一方の譲渡通知には確定日付がなく、他方には確定日付があり、前者の通知が先着したた

めに債務者が支払をした場合、先着した通知にかかる弁済は、他方の譲受人が第三者対抗要件を

充足する以前になされているので有効です。しかし、債務者が先着した譲渡通知に対する弁済を

する前に、確定日付ある譲渡通知が届いたときはそれが優先する譲受人となるので、後者に対し

弁済する義務があります。いずれの譲渡通知にも確定日付がない場合は、一般的に、いずれかの

譲受人に弁済すれば有効で、それを以って免責されると考えられます。しかし後の争いを回避す

るには、譲渡人および各譲受人とコンタクトを取ったうえで、弁済金を供託をすることが無難で

しょう。

ｂ．債務者による異議を留めない承諾

債務者が異議を留めないで行った承諾は、たとえ譲渡人（前債権者）に対抗できた事由があっ

ても、譲受人には対抗できません。たとえば、前債権者との間で同時履行の抗弁権があっても、

その点の異議を留めずに譲渡の承諾を与えると譲受人にはその抗弁ができなくなります。しかも

「異議を留めない承諾」とは、単に留保を付けずに譲渡の事実の認識を表明することで足りると

され、債務者としては抗弁事由があるときはそれを明確に表明することが必要です。

最近増加しつつある金融機関からサービサーへの債権譲渡についても解説したいところです

が、今般は紙数が尽きました。また次の機会にしたいと思います。

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１９８／本文　※柱に注意！／０１１～０１６　経営のアドバイス（高橋）  2012.12.17 14.03.49  Page 16 



年月

鉱工業指数
生産指数 出荷指数 在庫指数

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

１７年＝１００前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％）１７年＝１００

前 年 同
月比（％）

２０年度 ９６．１ △７．８ ９４．４ △１２．７ ９８．２ △５．８ ９５．０ △１２．６ １０２．５ △２．４ ９５．３ △５．２
２１年度 ９０．１ △６．２ ８６．１ △８．８ ９２．７ △５．６ ８７．１ △８．３ ９０．８ △１１．４ ８９．５ △６．１
２２年度 ９３．５ ３．８ ９４．１ ９．３ ９６．５ ４．１ ９５．３ ９．４ ９２．０ １．３ ９３．０ ３．９
２３年度 ９４．４ １．０ ９３．２ △１．０ ９９．５ ３．１ ９３．４ △２．０ ９３．１ １．２ １０１．９ ９．６

２３年７～９月 ９４．９ １．２ ９３．７ △０．９ １００．６ ４．７ ９４．３ △１．６ ８７．３ △３．０ １０２．９ ６．０
１０～１２月 ９３．６ １．２ ９４．１ △１．６ ９９．１ ３．５ ９４．６ △２．２ ８６．３ △３．１ １０１．５ ３．８

２４年１～３月 ９６．６ ３．２ ９５．３ ４．８ １００．５ ５．０ ９５．４ ４．１ ９０．４ １．２ １０７．５ ９．６
４～６月 ９４．２ ２．４ ９３．４ ５．３ ９７．９ ０．９ ９５．２ ８．０ ９０．５ ６．６ １０７．５ ６．３
７～９月 r ９１．１ △４．１ ８９．５ △４．６ r ９６．７ △４．０ ９０．１ △４．５ ８８．６ １．５ １０７．８ ４．８

２３年 １０月 ９４．５ ４．８ ９４．５ ０．９ １００．０ ６．３ ９４．８ ０．０ ８５．８ △４．５ １０３．８ ７．５
１１月 ９２．０ △１．８ ９２．９ △２．９ ９８．０ １．３ ９３．０ △４．１ ８６．０ △３．３ １０３．３ ８．６
１２月 ９４．３ ０．７ ９５．０ △３．０ ９９．４ ２．７ ９６．１ △２．４ ８６．３ △３．１ １０１．５ ３．８

２４年 １月 ９６．８ ３．２ ９５．９ △１．６ １０１．１ ６．３ ９５．０ △１．５ ９０．３ ３．０ １０３．６ ２．５
２月 ９６．３ ３．６ ９４．４ １．５ ９９．７ ５．８ ９５．３ １．５ ８９．１ １．１ １０３．１ １．０
３月 ９６．６ ２．７ ９５．６ １４．２ １００．８ ３．０ ９５．８ １１．９ ９０．４ １．２ １０７．５ ９．６
４月 ９５．８ １．４ ９５．４ １２．９ ９９．７ ０．９ ９６．４ １６．０ ９１．５ １．３ １０９．６ １０．８
５月 ９３．３ ７．４ ９２．２ ６．０ ９５．７ ４．２ ９５．１ １１．７ ９２．７ ４．９ １０８．８ ４．７
６月 ９３．４ △１．３ ９２．６ △１．５ ９８．３ △２．１ ９４．２ △１．１ ９０．５ ６．６ １０７．５ ６．３
７月 ９４．１ △１．０ ９１．７ △０．８ １００．１ △２．１ ９１．３ △１．８ ９１．１ ６．５ １１０．６ ９．４
８月 ９１．０ △４．５ ９０．２ △４．６ ９６．９ △３．５ ９１．５ △３．３ ９０．０ ２．９ １０８．８ ５．９
９月 r ８８．３ △６．７ ８６．５ △８．１ r ９３．０ △６．４ ８７．６ △８．４ ８８．６ １．５ １０７．８ ４．８
１０月 p８７．０ △６．５ p８８．１ △４．３ p９２．１ △６．５ p８７．６ △４．７ p９０．４ ５．３ p１０８．１ ４．２

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■鉱工業生産指数の年度、前年同月比は原数値による。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

大型小売店販売額
大型店計 百貨店 スーパー

北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）
２０年度 ９３３，７２０△５．６ ２０６，５８９△４．２ ２８３，３１７ △６．５ ７８，４４２ △６．７ ６５０，４０４ △５．２ １２８，１４７ △２．５
２１年度 ９２０，８５５△３．６ １９５，６７５△６．４ ２４６，０８６ △４．６ ７０，５４４ △８．６ ６７４，７６９ △３．３ １２５，１３１ △５．１
２２年度 ９３５，２９９△１．２ １９５，７８５△２．０ ２２０，２３３ △３．０ ６７，２６７ △３．１ ７１５，０６７ △０．６ １２８，５１８ △１．４
２３年度 ９４８，５４４△１．０ １９７，００８△０．９ ２１４，０７１ △２．５ ６７，２３１ △０．０ ７３４，４７３ △０．６ １２９，７７７ △１．３

２３年７～９月 ２３０，６２２△１．６ ４８，１４５△１．７ ５１，１２３ △４．２ １５，８５８ △１．６ １７９，４９９ △０．８ ３２，２８７ △１．７
１０～１２月 ２５７，８５９△０．３ ５３，３３７ △１．３ ６０，６３２ △１．８ １９，２８７ △０．６ １９７，２２８ ０．２ ３４，０４９ △１．７

２４年１～３月 ２２９，４０６△０．３ ４８，０７４ １．３ ５２，５３６ △０．５ １６，３６１ ３．９ １７６，８７０ △０．２ ３１，７１４ △０．１
４～６月 ２３０，４０１△０．５ ４７，０９９△１．３ ４８，８７１ △１．８ １５，５２８ △０．２ １８１，５３０ △０．１ ３１，５７２ △１．９
７～９月 r ２２９，５０９△０．８ ４７，３９６△２．２ ４９，８６５ △２．２ １５，４４７ △１．６ r １７９，６４４ △０．５ ３１，９４９ △２．５

２３年 １０月 ７７，４０７△０．８ １６，０５７△１．４ １７，６７０ △２．８ ５，５１２ △０．８ ５９，７３７ △０．２ １０，５４５ △１．７
１１月 ７７，５１７ ０．８ １６，３７０ △２．５ １７，９４９ △０．５ ５，８９１ △２．２ ５９，５６８ １．２ １０，４７９ △２．７
１２月 １０２，９３６△０．７ ２０，９１０ △０．３ ２５，０１２ △２．０ ７，８８４ ０．７ ７７，９２３ △０．３ １３，０２６ △０．９

２４年 １月 ７８，９２７△０．４ １７，３８３△１．２ １８，８３０ △１．２ ５，９７４ △１．２ ６０，０９７ △０．２ １１，４０８ △１．２
２月 ７０，６２５△０．１ １４，６５９ ０．２ １５，１６９ △４．８ ４，６９１ △０．５ ５５，４５６ １．３ ９，９６９ ０．６
３月 ７９，８５４△０．２ １６，０３２ ５．１ １８，５３７ ４．０ ５，６９６ １４．２ ６１，３１７ △１．４ １０，３３７ ０．５
４月 ７７，６６１△０．４ １５，６６４ △０．６ １６，５０９ △２．１ ５，１８４ １．５ ６１，１５１ ０．１ １０，４８０ △１．６
５月 ７７，０９６△０．１ １５，７５３ △０．８ １６，２１８ △１．６ ５，１２６ △０．９ ６０，８７９ ０．３ １０，６２８ △０．７
６月 ７５，６４４△０．９ １５，６８２ △２．６ １６，１４４ △１．７ ５，２１８ △１．２ ５９，５００ △０．７ １０，４６４ △３．３
７月 ８０，４７２△２．７ １７，１２３ △４．４ １８，８３１ △３．３ ６，２０９ △３．３ ６１，６４１ △２．５ １０，９１４ △５．０
８月 ７７，３７０△０．２ １５，５６８ △０．９ １５，４８９ △０．６ ４，５４５ △０．８ ６１，８８１ △０．１ １１，０２３ △０．９
９月 r ７１，６６７ ０．６ １４，７０５△１．０ １５，５４５ △２．３ ４，６９３ △０．０ r ５６，１２２ １．４ １０，０１２ △１．５
１０月 p ７７，３８１△０．１ p １５，６７６△３．２ p １７，７４８ １．５ p ５，３４９ △２．２ p ５９，６３３ △０．５ p １０，３２８ △３．７

資料 経済産業省、北海道経済産業局

■大型小売店販売額の前年同月比は既存店ベースによる。
■「p」は速報値、「r」は修正値。

主要経済指標（１）

― １７ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１９８／本文　※柱に注意！／０１７～０２０　主要経済指標  2012.12.17 14.09.43  Page 17 



年月

コンビニエンス・ストア販売額 消費者物価指数（総合） 円相場
（東京市場）

日経
平均
株価北海道 全国 北海道 全国

百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％）２２年＝１００
前 年 同
月比（％）２２年＝１００

前 年 同
月比（％） 円／ドル 円

月（期）末
２０年度 ４３０，６２４ ４．８ ８０，５５６ ５．４ １０３．１ １．４ １０２．１ １．１ １００．４６ ８，１１０
２１年度 ４３０，９２２ △１．４ ７９，３８３ △４．２ １００．１ △２．９ １００．４ △１．７ ９２．８０ １１，０９０
２２年度 ４４７，９５１ １．６ ８２，６５７ １．５ ９９．９ ０．１ ９９．９ △０．４ ８５．６９ ９，７５５
２３年度 ４７７，４２６ ３．４ ８９，７５８ ４．６ １００．３ ０．４ ９９．８ △０．１ ７９．０５ １０，０８４

２３年７～９月 １２８，７８０ ２．１ ２３，７７６ ３．７ １００．２ ０．７ ９９．８ ０．１ ７７．８４ ８，７００
１０～１２月 １２１，３９１ ６．２ ２２，７０８ ８．１ ９９．９ ０．０ ９９．６ △０．３ ７７．３９ ８，４５５

２４年１～３月 １１３，１７４ １．９ ２２，０３３ ２．０ １００．６ ０．５ ９９．９ ０．３ ７９．２８ １０，０８４
４～６月 １２０，９６９ １．６ ２３，３３６ １．６ １００．６ ０．０ １００．０ ０．２ ８０．１７ ９，００７
７～９月 １３４，４５６ ０．１ ２５，２５１ △２．２ ９９．８ △０．４ ９９．４ △０．４ ７８．６２ ８，８７０

２３年 １０月 ４０，４０４ ９．２ ７，５８７ １３．５ １００．０ ０．０ １００．０ △０．２ ７６．７７ ８，９８８
１１月 ３８，７５５ ６．０ ７，３１４ ７．３ ９９．７ △０．２ ９９．４ △０．５ ７７．５４ ８，４３５
１２月 ４２，２３２ ３．７ ７，８０６ ４．０ １００．１ ０．１ ９９．４ △０．２ ７７．８５ ８，４５５

２４年 １月 ３７，７３２ １．０ ７，２３５ １．６ １００．２ ０．３ ９９．６ ０．１ ７６．９７ ８，８０３
２月 ３６，５３２ ５．２ ７，０８２ ４．４ １００．４ ０．４ ９９．８ ０．３ ７８．４５ ９，７２３
３月 ３８，９１０ △０．１ ７，７１５ ０．３ １０１．３ ０．９ １００．３ ０．５ ８２．４３ １０，０８４
４月 ３８，５５２ ４．６ ７，５９８ ６．２ １０１．１ ０．６ １００．４ ０．４ ８１．４９ ９，５２１
５月 ４０，８９９ １．４ ７，９２０ １．７ １００．６ △０．１ １００．１ ０．２ ７９．７０ ８，５４３
６月 ４１，５１８ △０．８ ７，８１８ △２．７ １００．２ △０．４ ９９．６ △０．２ ７９．３２ ９，００７
７月 ４５，４８１ △１．２ ８，６０４ △３．４ ９９．７ △０．６ ９９．３ △０．４ ７９．０２ ８，６９５
８月 ４６，１４４ △０．９ ８，６７２ △１．４ ９９．６ △０．６ ９９．４ △０．４ ７８．６６ ８，８４０
９月 ４２，８３１ ２．５ ７，９７５ △１．７ １００．０ ０．０ ９９．６ △０．３ ７８．１７ ８，８７０
１０月 ４２，３８２ ０．７ ８，０５７ △２．０ ９９．９ ０．０ ９９．６ △０．４ ７８．９７ ８，９２８

資料 経済産業省、北海道経済産業局 総務省 日本銀行 日本経済新聞社

■コンビニエンス販売額の前年同月比は既存店ベースによ
る。

■年度及び四半期の数値は、月平均値。 ■円相場は対米ドル、インター
バンク中心相場の月中平均値。

年月

乗用車新車登録台数

北海道 全国
合計 普・小・軽・計普通車 小型車 軽乗用車

台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％） 台 前年同月比（％）
２０年度 １５０，１２３ △１１．２ ３９，１４５ △１９．２ ６３，４９０ △１１．３ ４７，４８８ △３．４ ３，９０８，８８０ △１１．０
２１年度 １６０，１１６ ６．７ ４９，０７８ ２５．４ ６６，２２３ ４．３ ４４，８１５ △５．６ ４，１７５，４５７ ６．８
２２年度 １５２，７３４ △４．６ ４６，５９２ △５．１ ６２，４６２ △５．７ ４３，６８０ △２．５ ３，７８８，３１５ △９．３
２３年度 １５７，８５８ ３．４ ４７，８０６ ２．６ ６３，７１５ ２．０ ４６，３３７ ６．１ ４，００９，９８８ ５．９

２３年７～９月 ４０，９０４ △１１．８ １２，４８５ △１５．０ １７，２８８ △１０．５ １１，１３１ △９．８ ９７８，１６１ △１１．０
１０～１２月 ３３，２４１ ２５．０ １０，６０７ ２９．４ １２，２７２ １９．４ １０，３６２ ２７．５ ９３４，２５９ ２４．６

２４年１～３月 ５３，６３７ ４８．８ １６，５１５ ５９．９ ２１，１９４ ４５．３ １５，９２８ ４３．２ １，４４８，８８６ ５０．３
４～６月 ４６，８７１ ５５．８ １２，３９１ ５１．１ １８，３２９ ４１．４ １６，１５１ ８１．１ １，０７６，８７８ ６６．０
７～９月 ４５，７８７ １１．９ １３，１０３ ４．９ １８，２８９ ５．８ １４，３９５ ２９．３ １，１３８，７６６ １６．４

２３年 １０月 １２，２２２ ２８．８ ３，７５７ ３５．６ ４，７４３ ３２．１ ３，７２２ １８．９ ３２０，７７８ ２７．５
１１月 １１，８１７ ２３．９ ３，７０４ ２１．４ ４，３５３ １３．３ ３，７６０ ４２．２ ３２３，６５９ ２５．１
１２月 ９，２０２ ２１．５ ３，１４６ ３２．３ ３，１７６ １１．７ ２，８８０ ２２．６ ２８９，８２２ ２０．９

２４年 １月 １１，９６１ ３９．５ ３，４９６ ４９．８ ４，６２９ ３２．７ ３，８３６ ３９．３ ３５８，６８５ ３８．４
２月 １４，６１１ ３０．６ ４，３８７ ３８．２ ５，６４６ ３０．８ ４，５７８ ２３．８ ４４９，２８５ ３１．７
３月 ２７，０６５ ６６．３ ８，６３２ ７９．１ １０，９１９ ６０．９ ７，５１４ ６０．９ ６４０，９１６ ７６．３
４月 １４，４６１ ９０．７ ３，６７５ ８３．２ ５，９８７ ８２．４ ４，７９９ １０９．２ ３０６，２６１ ９９．５
５月 １３，９９１ ７２．８ ３，７３１ ６４．３ ５，０８２ ６５．９ ５，１７８ ８７．４ ３３７，９７６ ６８．６
６月 １８，４１９ ２７．９ ４，９８５ ２７．１ ７，２６０ ９．８ ６，１７４ ６０．０ ４３２，６４１ ４６．８
７月 １８，７５１ ３０．４ ５，１０８ ２５．５ ７，８０２ １８．６ ５，８４１ ５６．７ ４４５，２３９ ４２．３
８月 １２，４１６ ８．７ ３，５５１ ３．０ ４，６５４ △３．４ ４，２１１ ３３．３ ３１５，７９０ １５．６
９月 １４，６２０ △３．２ ４，４４４ △１０．５ ５，８３３ △１．０ ４，３４３ ２．３ ３７７，７３７ △３．７
１０月 １２，３０６ ０．７ ３，１２２ △１６．９ ５，０７３ ７．０ ４，１１１ １０．５ ２９９，３３４ △６．７

資料 �日本自動車販売協会連合会、�全国軽自動車協会連合会

主要経済指標（２）

― １８ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号

ｅｒ／北洋調査レポート　表紙表７５　裏本文３３／Ｎｏ．１９８／本文　※柱に注意！／０１７～０２０　主要経済指標  2012.12.17 14.09.43  Page 18 



年月

新設住宅着工戸数 公共工事請負金額 機械受注実績

北海道 全国 北海道 全国 全国

戸 前 年 同
月比（％） 百 戸 前 年 同

月比（％） 百万円 前 年 同
月比（％） 億円 前 年 同

月比（％） 億 円 前 年 同
月比（％）

２０年度 ３６，０５０ △１５．０ １０，３９２ ０．３ ８５８，０８２ △２．９ １１７，９５１ ０．１ ９７，２２１ △１３．１
２１年度 ２７，６１６ △２３．４ ７，７５３ △２５．４ ９３７，６６５ ９．３ １２３，７７６ ４．９ ７７，４０５ △２０．４
２２年度 ２９，９２２ ８．４ ８，１９０ ５．６ ８１９，４４０ △１２．６ １１２，８２７ △８．８ ８４，４８０ ９．１
２３年度 ３１，５７３ ５．５ ８，４１２ ２．７ ７４９，５８３ △８．５ １１２，２４９ △０．５ ８９，７４２ ６．２

２３年７～９月 ８，７３４ ５．６ ２，２９６ ７．９ ２３７，０９８ △５．０ ３１，１４２ △３．４ ２３，１２２ ５．８
１０～１２月 ８，９５３ １４．８ ２，０９０ △４．５ １１７，６３２ △９．４ ２６，２８３ ３．６ ２０，４５８ ６．７

２４年１～３月 ５，１５３ △１２．８ １，９９５ ３．７ １２８，３４７ △２１．３ ２６，６８８ １０．３ ２４，３１０ ３．３
４～６月 ９，２７７ ６．２ ２，１５９ ６．２ ２９２，０２１ ９．６ ３２，５０８ １５．５ ２１，４６９ △１．７
７～９月 １０，０９４ １５．６ ２，２７１ △１．１ ２７２，８０４ １５．１ ３５，２９２ １３．３ ２２，０５８ △４．６

２３年 １０月 ３，２７９ １７．７ ６７３ △５．８ ５５，２８７ △０．４ １０，７０２ ３．２ ６，１５８ １．５
１１月 ３，４６５ ３２．６ ７２６ △０．３ ４１，２４７ ４．７ ８，４４７ ６．８ ６，６０７ １２．５
１２月 ２，２０９ △８．０ ６９１ △７．３ ２１，０９８ △３９．７ ７，１３４ ０．６ ７，６９３ ６．３

２４年 １月 １，３３０ △３１．８ ６６０ △１．１ １０，６９４ △４０．４ ５，６６１ ８．５ ５，９１５ ５．７
２月 ２，０８４ １６．０ ６６９ ７．５ １３，４３１ △２０．６ ７，０４９ １６．８ ７，１２７ ８．９
３月 １，７３９ △１９．５ ６６６ ５．０ １０４，２２２ △１８．７ １３，９７８ ８．０ １１，２６９ △１．１
４月 ３，３００ ２３．３ ７３６ １０．３ １１９，０９７ ０．８ １２，４３１ ５．４ ７，０２８ ６．６
５月 ２，７２０ △１．０ ６９６ ９．３ ８２，３８０ １２．４ ８，６８６ ３６．７ ６，４２０ １．０
６月 ３，２５７ △１．６ ７２６ △０．２ ９０，５４４ ２０．７ １１，３９０ １４．１ ８，０２２ △９．９
７月 ３，３２１ ２．１ ７５４ △９．６ １０８，４０９ ２２．５ １２，１４９ ２６．６ ６，７０３ １．７
８月 ３，４７３ １２．３ ７７５ △５．５ ９６，２７０ ２９．０ １１，３６８ １９．２ ６，３９９ △６．１
９月 ３，３００ ３８．１ ７４２ １５．５ ６８，１２５ △８．０ １１，７７５ △１．９ ８，９５６ △７．８
１０月 ４，３０３ ３１．２ ８４３ ２５．２ ６０，８０７ １０．０ １３，７２１ ２８．２ ６，２３３ １．２

資料 国土交通省 北海道建設業信用保証� 内閣府

■船舶・電力を除く民
需（原系列）。

年月

来道客数 有効求人倍率 完全失業率 企業倒産件数
（負債総額１，０００万円以上）（常用）

北海道 北海道 全国 北海道 全国 北海道 全国

千人 前 年 同
月比（％）

倍
原数値

％
件 前 年 同

月比（％） 件 前 年 同
月比（％）原数値

２０年度 １２，２５３ △４．４ ０．４３ ０．７３ ５．０ ４．１ ７４１ ２１．５ １６，１４６ １２．４
２１年度 １１，５３９ △５．８ ０．３５ ０．４２ ５．２ ５．２ ４８９ △３４．０ １４，７３２ △８．８
２２年度 １１，１７１ △３．２ ０．４１ ０．５１ ５．２ ５．０ ４５６ △６．７ １３，０６５ △１１．３
２３年度 １０，７２２ △４．０ ０．４６ ０．６２ ５．２ ４．５ ４６４ １．８ １２，７０７ △２．７

２３年７～９月 ３，４８６ △３．３ ０．４５ ０．５９ ５．１ ４．５ １０４ △６．３ ３，１０８ △３．８
１０～１２月 ２，６４３ ０．７ ０．４９ ０．６７ ４．４ ４．３ １０２ △４．７ ３，１０３ △５．９

２４年１～３月 ２，４４１ ８．４ ０．５３ ０．７３ ５．５ ４．５ １３５ ８．０ ３，１８４ △０．８
４～６月 ２，６７４ ２４．２ ０．５０ ０．６６ ５．７ ４．６ １２４ ０．８ ３，１２７ △５．６
７～９月 ３，６６１ ５．０ ０．５６ ０．７３ ５．０ ４．３ １０８ ３．８ ２，９２４ △５．９

２３年 １０月 １，０１０ ０．５ ０．４９ ０．６５ ↑ ４．４ ３１ ３．３ ９７６ △１４．０
１１月 ７９２ △２．０ ０．５０ ０．６７ ４．４ ４．３ ３８ ２．７ １，０９５ ３．２
１２月 ８４０ ３．５ ０．４９ ０．６９ ↓ ４．２ ３３ △１７．５ １，０３２ △６．３

２４年 １月 ７６２ △２．４ ０．５１ ０．７２ ↑ ４．５ ３３ △１５．４ ９８５ △５．３
２月 ７８７ △２．９ ０．５４ ０．７４ ５．５ ４．４ ５０ ２２．０ １，０３８ ５．１
３月 ８９２ ３５．１ ０．５４ ０．７３ ↓ ４．７ ５２ １５．５ １，１６１ △１．８
４月 ７４９ ３３．４ ０．４９ ０．６６ ↑ ４．８ ４１ △２１．２ １，００４ △６．６
５月 ９１４ ２２．８ ０．５０ ０．６５ ５．７ ４．５ ４１ １０．８ １，１４８ ７．１
６月 １，０１１ １９．４ ０．５１ ０．６６ ↓ ４．４ ４２ ２３．５ ９７５ △１６．３
７月 １，１１９ ５．１ ０．５３ ０．７０ ↑ ４．４ ３３ △２．９ １，０２６ △５．０
８月 １，３７９ ６．９ ０．５６ ０．７３ ５．０ ４．２ ４１ △２．４ ９６７ △５．７
９月 １，１６３ ２．９ ０．６０ ０．７６ ↓ ４．２ ３４ ２１．４ ９３１ △６．９
１０月 １，０６５ ５．５ ０．６１ ０．７７ － ４．１ ３４ ９．７ １，０３５ ６．０

資料 �北海道観光振興機構 厚生労働省
北海道労働局 総務省 �東京商工リサーチ

■年度および四半期の
数値は月平均値。

主要経済指標（３）

― １９ ― 北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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年月

通関実績
輸出 輸入

北海道 全国 北海道 全国

百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 百万円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０年度 ３７７，１５４ △１．１ ７１１，４５６ △１６．４ １，５５２，４４９ １１．９ ７１９，１０４ △４．１
２１年度 ３２２，６４２ △１４．５ ５９０，０７９ △１７．１ ９７７，６６３ △３７．０ ５３８，２０９ △２５．２
２２年度 ３４２，５２７ ６．２ ６７７，８８８ １４．９ １，２２８，５４０ ２５．７ ６２４，５６７ １６．０
２３年度 ３７４，３１３ ９．３ ６５２，８１４ △３．７ １，６３６，５９７ ３３．２ ６９７，０００ １１．６

２３年７～９月 ９７，２４２ １６．１ １７１，１１３ ０．５ ３７３，４０６ ３４．９ １７５，３０２ １３．８
１０～１２月 ９１，３４１ １．４ １６３，２７０ △５．５ ４２３，３５０ ４３．８ １７５，０９５ １２．４

２４年１～３月 ９３，２３９ ７．８ １６１，５２６ △１．６ ４６６，７３１ ２９．２ １７６，９５８ ９．９
４～６月 ９６，０２１ ３．８ １６４，４２２ ４．８ ３７２，８４５ △０．１ １７８，２４１ ５．１
７～９月 ９１，６４３ △５．８ １５７，１６８ △８．１ r ３８２，０１１ ２．３ r １７５，６８０ ０．２

２３年 １０月 ３０，３４９ △１．０ ５５，０６９ △３．８ １３２，４０７ ４６．１ ５７，８９９ １７．９
１１月 ３２，２１４ ３２．７ ５１，９６２ △４．５ １４６，３８２ ６２．０ ５８，８７４ １１．５
１２月 ２８，７７８ △１８．２ ５６，２３９ △８．０ １４４，５６１ ２７．４ ５８，３２２ ８．２

２４年 １月 ２８，２８９ ３．９ ４５，１０５ △９．２ １５４，６１１ ３３．８ ５９，９１９ ９．６
２月 ２８，６８３ １０．６ ５４，３８４ △２．７ １５５，４４７ ２７．０ ５４，１３０ ９．３
３月 ３６，２６７ ８．７ ６２，０３７ ５．９ １５６，６７３ ２７．１ ６２，９０８ １０．６
４月 ３８，８３６ １９．５ ５５，６６０ ７．９ １４９，１２８ １１．５ ６０，８９９ ８．１
５月 ２７，６９２ △２３．７ ５２，３３２ １０．０ １１９，１５８ △１４．３ ６１，５０４ ９．４
６月 ２９，４９３ ２４．５ ５６，４３０ △２．３ １０４，５５９ ４．２ ５５，８３８ △２．２
７月 ３３，５９２ １０．４ ５３，１３１ △８．１ １１４，３６０ △４．９ ５８，３５６ ２．２
８月 ３１，９１５ ０．８ ５０，４５３ △５．８ r １４０，０７８ ５．３ ５８，０９２ △５．３
９月 ２６，１３６ △２５．６ ５３，５８４ △１０．３ r １２７，５７３ ６．３ r ５９，２３２ ４．２
１０月 p ３９，９５８ ３１．７ ５１，４９２ △６．５ p１４９，０１７ １２．５ p ５７，００２ △１．５

資料 財務省、函館税関

■「p」は速報値、「r」は修正値。

年月

預貸金（国内銀行）
預金 貸出

北海道 全国 北海道 全国

億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％） 億円 前年同月
比（％） 億円 前年同月

比（％）
２０年度 １２９，９５１ ２．０ ５，６４７，０１９ ２．６ ９１，０５６ ２．３ ４，２２２，５９３ ４．３
２１年度 １３４，９７０ ３．９ ５，７９６，０７８ ２．６ ９２，７４６ １．９ ４，１６１，６９７ △１．４
２２年度 １３８，０１４ ２．３ ５，９７２，６６５ ３．０ ９２，９８６ ０．３ ４，１３７，９１１ △０．６
２３年度 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９

２３年７～９月 １３７，４０２ ２．４ ５，９３３，９１０ ２．７ ９２，３４２ ０．８ ４，１２２，２５７ ０．４
１０～１２月 １３８，２２１ １．６ ５，９６９，４３０ ３．５ ９２，２５２ ０．１ ４，１３４，９６６ １．０

２４年１～３月 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９
４～６月 １４０，０５０ １．９ ６，０７９，５２８ ２．２ ９１，６４３ １．２ ４，１３８，０７６ １．４
７～９月 １４０，１９９ ２．０ ６，０８７，７５４ ２．６ ９３，４７４ １．２ ４，１８３，５３５ １．５

２３年 １０月 １３６，２１２ １．８ ５，８９９，８７０ ３．０ ９１，５３１ ０．１ ４，０８９，１０１ ０．５
１１月 １３６，８８６ １．７ ５，９５２，９７９ ３．４ ９１，２６５ ０．２ ４，０９２，１９７ ０．８
１２月 １３８，２２１ １．６ ５，９６９，４３０ ３．５ ９２，２５２ ０．１ ４，１３４，９６６ １．０

２４年 １月 １３６，４９７ １．９ ５，９５１，５４４ ３．３ ９１，７４１ ０．２ ４，１０３，３８３ ０．９
２月 １３６，５３７ １．６ ５，９５５，９８３ ２．６ ９２，０２７ ０．４ ４，１０９，７７０ １．１
３月 １４１，９５７ ２．９ ６，１０１，２２５ ２．２ ９３，８９２ １．０ ４，１７４，２９８ ０．９
４月 １４０，２５５ １．８ ６，０６３，７０５ １．９ ９３，１８５ ０．３ ４，１２６，１９６ ０．７
５月 １３９，２２８ １．９ ６，０６８，０４５ １．８ ９１，９５１ ０．７ ４，１１１，１９０ ０．９
６月 １４０，０５０ １．９ ６，０７９，５２８ ２．２ ９１，６４３ １．２ ４，１３８，０７６ １．４
７月 １３８，４８９ １．４ ６，０２７，０４４ ２．３ ９１，２７８ ０．５ ４，１２２，９７０ １．０
８月 １３８，７５４ １．８ ６，０１４，５３８ ２．０ ９１，３１７ ０．５ ４，１２２，５５８ １．４
９月 １４０，１９９ ２．０ ６，０８７，７５４ ２．６ ９３，４７４ １．２ ４，１８３，５３５ １．５
１０月 １３９，０１０ ２．１ ６，０２３，５７４ ２．１ ９２，３１２ ０．９ ４，１４４，２７３ １．３

資料 日本銀行

主要経済指標（４）

― ２０ ―北洋銀行 調査レポート ２０１３年１月号
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●道内経済の動き 

●平成25年度北海道経済の見通し 

●「債権譲渡」について 
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